
第３次生駒市環境基本計画の策定と推進体制について 

１．策定検討体制 
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・多様な主体の参加の元、市民ワークショップにて意見や提案の聴取を行う。それらを参考として行政が原案を作成。環境審議会に提示して審議

いただく。 

・計画では今後の市の環境施策の方向性を示す。計画策定後に、それらを総合的・計画的に推進するための体系及び進行管理システムを構築する。 
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２．推進体制 

 

 

・市民・事業者・市のそれぞれの立場だからこそ出来る取組を推進する。 

・市民・事業者・市の協力・連携の場を設ける。 

・計画の進行管理は市が行い、環境審議会へ報告する。 

・環境審議会は計画の進捗について意見を行う。 

環境審議会 

市 

環境施策の策定・実施 
計画の進行管理 

市民・事業者の活動の支援 

事業者 

・事業活動に伴う 
 環境負荷の低減 
・市民・市の 

  取組への協力 

市民 

・日常生活での 
 環境負荷の低減 
・市民・事業者の 
取組への協力 
・地域における 
課題の解決 

協力・連携の場 
交流・情報交換 
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いこま 

参加 参加 

参加 

環境基本計画の推進 


